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は し が き
　本報告書は、金融法務研究会第２分科会における平成20年度の研究の成果である。
　金融法務研究会は、平成２年10月の発足以来、最初のテーマとして、各国の銀行取引約款の
検討を取り上げ、その成果を平成８年２月に、「各国銀行取引約款の検討―その１・各種約款
の内容と解説」として、また平成11年３月に、「各国銀行取引約款の比較―各国銀行取引約款
の検討　そのⅡ」として発表した。平成11年１月以降は、金融法務研究会を第１分科会と第２
分科会とに分けて研究を続けている。
　第２分科会では、平成11年度・12年度に「消費者との銀行取引における法律問題について」を、
平成13年度に「金融取引における『利息』概念の検討」を、平成14年度に「預金の帰属」を、
平成15年度に「債権・動産等にかかる担保法制の問題」を、平成16年度に「最近の預金口座取
引をめぐる諸問題」を、平成17年度に「担保法制をめぐる諸問題」を、平成18年度には「銀行
取引をめぐる消費者保護の現代的展開」を、また平成19年度には「動産・債権譲渡担保融資に
関する諸課題の検討」をそれぞれテーマとして取り上げ、報告書を発表している。同分科会では、
平成20年度は「預金債権の消滅等に係る問題」をテーマとして取り上げ、そこでの研究成果を
本報告書に取りまとめた。
　本報告書では、第１章で「預金債権の消滅時効について」（能見善久担当）、第２章で「銀行
預金の時効について（外国法）」（山下純司担当）、第３章で「預金者の死亡による相続と金融
機関がする預金の払戻し」（山田誠一担当）、第４章で「預金債務の供託による消滅」（中田裕
康担当）を取り上げている。
　第１章では、銀行預金債権がどのような場合に時効にかかるか、いつから進行するか等につ
いて預金の種類ごとに検討している。第２章では、銀行預金の消滅時効の適用の有無、起算点
等について、フランス・ドイツおよびイングランドについて検討している。第３章では、預金
者に相続が開始した場合に可分債権になるか、不当利得になるか等に関する判例について検討
する。第４章では、預金債務についての問題状況、弁済供託の要件、供託の要件等を検討して
いる。なお、上記の論文の他に、参考として研究会報告の際のレジュメを載せている。
　本報告書が銀行実務家をはじめ、各方面の方々のお役に立つことができれば幸いである。
　本研究会には、銀行の法務分野の実務を担当される方にオブザーバーとして参加いただいて
いる。また、事務局を全国銀行協会業務部にお願いしている。
　最後に、同分科会では、平成21年度には「相殺および相殺的取引をめぐる金融法務上の現代
的課題」を、平成22年度には「金融取引における約款等をめぐる法的諸問題」をテーマとして
取り上げ、研究を続けている。

平成24年６月
金融法務研究会顧問　　

前　田　　庸
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